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事務組織及び機構の取扱いについて（協定項目１２） 
 
 
 
 大平町・岩舟町・藤岡町３町合併後の新市における事務組織及び機構の取扱

いについて、別紙資料に基づき協議に付する。 
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大平町・岩舟町・藤岡町合併協議会の調整内容 

協 議 事 項 １２ 事務組織及び機構の取扱い 関 係 項 目  

調整の内容 
新市の事務組織及び機構は、「新市の事務所の位置」の確認事項を踏まえ、「新市における事務組織・機構の整備方針」

に基づき合併時までに調整するものとする。 

 

新市における事務組織・

機構の整備方針 

 

 

１ 住民サービスの低下を招かない組織・機構とする 

 

２ 住民が親しみやすく利用しやすい組織・機構とする 

 

３ 住民の声を適正に反映することができる組織・機構とする 

 

４ 地方分権に柔軟に対応できる組織・機構とする 

 

５ 行政課題や緊急時に即応できる組織・機構とする 

 

６ 指揮命令系統がわかりやすく責任の所在が明確な組織・機構とする 

 

７ 新市建設計画を円滑に遂行できる組織・機構とする 

 

８ 簡素で効率的な行政運営ができる組織・機構とする 

 

3 町の組織機構の現況 

（平成 15 年 4 月 1 日現在） 

別 表 

 



別表 ３町の組織機構の現況 

中心市街地活性化対策室 

町 長

商工観光課 

健康福祉課 

住民生活課 

管財課 

助 役 総務課 

農林課 

保険児童課 

税務課 

企画財政課 

道路建設課 
都市計画課 

 

収

教育委  教育長 学校教育課 
生涯学習課 

議 会

農業委員会 事務局 
選挙管理委員会 事務局（総務課）

監査委員 事務局（議会事務局）

固定資産評価審査委員会 事務局（総務課）

公営企業 水道課 

町

務 議会事務局）

町 長

下 課 

康 課 

税務

助 役 総務課 

保険 課 

企画課 

室 

住民 課 

教育委員会 教育長 学校教育課 
社会教育課 

農業委員会 事務

選挙管理委員会 事務 総務課）

監査委員 
固定資産評価審査委  務 総務課）

公営企業 

町 長

下水道課 

建設課 

農政課 

住民課 

助 役 総務課 

都市計画課 

商工観光課 

環境保険課 

企画財政課 

人権室 

健康福祉課 

収入役 出納室 

議 会 議会事務局 

税務課 

教育委員会 教育長 学校教育課 
生涯学習課 

農業委員会 事務局 
選挙管理委員会 事務局（総務課）

監査委員 事務局（議会事務局）

固定資産評価審査委員会 事務局（税務課）

公営企業 水道課 

藤岡町
 

水道課

権推進

納室 
議会
入役
下

人

出

大平
議

 

収

員会
入役
岩
舟町
事

事

水

建

健

都

経

人

出

推進

室 
議

道課
設課

市計

済課
水道

権

納

会事
局（

局 
局（

局（

 

 

福祉

課 

画

 

児童

生活
課 
局 
 
課
員会
務局
事
 会
 務


